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株式の分割、単元株制度の採用および定款の一部変更に関するお知らせ 

 
 当社は、平成 25 年７月 18 日開催の取締役会において、以下のとおり、発行可能株式総数、普

通株式の発行可能種類株式総数および取締役の員数を変更する定款一部変更案（「定款一部変更の

件（１）」）、ならびに普通株式の株式分割の実施、単元株制度の採用およびこれらに関する定款一

部変更案（「定款一部変更の件（２）」）について決議いたしましたので、お知らせいたします。 
 各定款変更案は、平成 25 年８月 29 日開催予定の第 27 期定時株主総会および普通株式に係る

種類株主総会ならびに同月 28 日開催予定の第１種優先株式に係る種類株主総会に付議いたしま

す。 
 
１．発行可能株式総数等および取締役の員数の変更 

【定款一部変更の件（１）】 
（１）変更の理由 

①発行可能株式総数および普通株式の発行可能種類株式総数の変更 
第１種優先株式（平成 22 年 10 月発行）の取得請求権の行使が 96％以上進んだこと、お

よび平成 24 年９月に第三者割当増資を実施したことにより、当社の発行済普通株式数は平

成 25 年６月末日現在 1,275,949 株となっており、普通株式の発行可能種類株式総数の上限

に近づいております。 
そのため、今後の機動的かつ柔軟な資本政策の実施が可能となるように、発行可能株式

総数および普通株式の発行可能種類株式総数を変更するものであります。 
②取締役の員数の変更 

今後の事業展開の促進および経営基盤の充実強化に備えるとともに、社外取締役を増員

することにより、取締役会の経営監督機能の強化を図るため、取締役の員数を５名以内か

ら 10 名以内に変更するものであります。 
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（２）変更の内容 
変更の内容は、次のとおりであります。 

（下線部分は変更箇所を示しております。） 
現   行   定   款 変    更    案 

第２章 株 式 

(発行可能株式総数および発行可能種類株式総数)
第６条   当会社の発行可能株式総数は、

1,387,700 株とし、普通株式の発行可能

種類株式総数は1,387,700 株、第 1 種優

先株式の発行可能種類株式総数は

346,925 株とする。 

第４章 取締役および取締役会 

(員数) 

第 2 章 株 式 

(発行可能株式総数および発行可能種類株式総数)
第６条    当会社の発行可能株式総数は、

１,800,000 株とし、普通株式の発行可能

種類株式総数は1,800,000 株、第 1 種優

先株式の発行可能種類株式総数は

346,925 株とする。 

第４章 取締役および取締役会 

(員数) 
第 16 条  当会社の取締役は５名以内とする。 第 16 条  当会社の取締役は10 名以内とする。

 
（３）変更の日程 

定款変更のための第１種優先株式に係る種類株主総会開催日 
                 平成 25 年８月 28 日（水曜日） 
定款変更のための株主総会および普通株式に係る種類株主総会開催日   

平成 25 年８月 29 日（木曜日） 
定款変更の効力発生日       平成 25 年８月 29 日（木曜日） 

 
２．株式分割、単元株制度の採用および定款一部変更 

【定款一部変更の件（２）】 
（１）株式分割、単元株制度の採用の目的 

当社では、全国証券取引所の「売買単位の集約に向けた行動計画」（平成 19 年 11 月 27

日）および「売買単位の 100 株と 1000 株への移行期限の決定について」（平成 24 年 1 月

19 日）を踏まえ、普通株式の単元株式数を 100 株とする単元株制度を採用するとともに、

普通株式の分割を実施いたします。 
株式分割につきましては、分割後の株価水準が低くなりすぎると１円当りの株価変動率

が相対的に大きくなる等の不都合を生じることや一般的な投資単位等を勘案し、普通株式

1株を 20 株に分割する株式分割を実施することといたしました。 

上記の単元株制度の採用および株式分割の実施により、当社の普通株式の投資単位は現

在と比べ５倍となります※。本株式分割および単元株制度の採用に伴い単元未満株式が生じ

ますので、単元未満株式の買取り、または買増しを当社に請求できる制度を実施いたしま

す。 
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※当社では平成19年4月に普通株式1株を5株に分割する株式分割を実施しておりますので、

今回の株式分割および単元株制度採用により、売買単位 1 単元 100 株は株式上場当時の売

買単位 1株相当となります。 

（２）株式分割の概要 
  ①分割の方法 

平成 25 年 11 月 30 日（土曜日）［ただし、当日は株主名簿管理人の休業日につき、実質

上は平成 25 年 11 月 29 日（金曜日）］を基準日とし、同日の最終の株主名簿に記載または

記録された株主の所有する普通株式を、１株につき 20 株の割合をもって分割いたします。 
なお、本株式分割は、平成 25 年８月 29 日開催予定の第 27 期定時株主総会および必要

な種類株主総会において後記（４）の定款変更案が承認されることを条件としています。 

②分割により増加する普通株式数 
ⅰ）株式分割前の発行株式総数：1,275,949 株（平成 25 年 6 月 30 日時点） 
ⅱ）今回の株式分割により増加する株式数：24,243,031 株（注１） 
ⅲ）株式分割後の発行株式総数：25,518,980 株（注１） 
ⅳ）株式分割後の発行可能株式総数：36,000,000 株 
（注１）平成 25 年６月 30 日時点の発行済株式総数に基づく株式総数であり、新株予約

権の行使等により株式分割の基準日までの間に増加する可能性があります。 
③分割の日程 

基準日公告  平成 25 年 11 月 13 日（水曜日） 
基 準 日  平成 25 年 11 月 30 日（土曜日） 
効力発生日  平成 25 年 12 月１日（日曜日） 

 
（３）単元株制度の採用 

①新設する単元株式の数 
上記の株式分割の効力発生日である平成 25 年 12 月１日をもって単元株制度を採用し、

普通株式の単元株式数を 100 株、第１種優先株式の単元株式数を１株とします。 
②新設の日程 

効力発生日  平成 25 年 12 月１日（日曜日） 
（ご参考）ＪＡＳＤＡＱ市場における当社株式の売買単位は、平成 25 年 11 月 27 日（水

曜日）をもって１株から 100 株に変更されます。 
 
（４）定款の一部変更 

①変更の理由 
上記の単元株制度採用および株式分割に伴い、発行可能株式総数および普通株式の発行

可能種類株式総数の変更、単元株式数、単元未満株式についての権利および単元未満株式

の売渡請求の各規定を新設するとともに、第１種優先株式の規定に必要な修正を加えるも

のです。本定款変更の効力発生日は平成 25 年 12 月 1 日とします。 
②変更の内容 

変更の内容は、次のとおりであります。 
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（下線部分は変更箇所を示しております。） 
変 更 前  定  款 変    更    案 

第２章 株 式 

(発行可能株式総数および発行可能種類株式総数)
第６条  当会社の発行可能株式総数は、

1,800,000 株とし、普通株式の発行可 
能種類株式総数は1,800,000 株、第 1 種

優先株式の発行可能種類株式総数は

346,925 株とする。 
 

（新  設） 
 
 

（新  設） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（新  設） 
 
 
 
 
 

第２章の２ 種類株式 

(第１種優先株式) 
第９条の２  当会社の発行する第 1 種優先株式の

内容は、次の各項に定めるとおりとする。

  ２（優先配当金） 

第 2 章 株 式 

(発行可能株式総数および発行可能種類株式総数)
第６条   当会社の発行可能株式総数は、

36,000,000 株とし、普通株式の発行可能

種類株式総数は36,000,000 株、第 1 種優

先株式の発行可能種類株式総数は

346,925 株とする。 
(単元株式数) 
第６条の２ 当会社の単元株式数は、普通株式に

つき 100 株とし、第１種優先株式につき 1 株と

する。 
(単元未満株式についての権利) 
第６条の３ 当会社の株主は、その有する単元未

満株式について、次に掲げる権利以外の権利を行

使することができない。 
(１) 会社法第 189 条第２項各号に掲げ

る権利 
(２) 会社法第 166 条第１項の規定によ

る請求をする権利 
(３) 株主の有する株式数に応じて募集

株式の割当ておよび募集新株予約権の

割当てを受ける権利 
(４) 次条に定める請求をする権利 

(単元未満株式の売渡請求) 
第６条の４ 当会社の株主は、株式取扱規程に定

めるところにより、その有する単元未満株式の数

と併せて単元株式数となる数の株式を売り渡す

ことを請求することができる。 

第２章の２ 種類株式 

(第１種優先株式) 
第９条の２     （現行どおり） 
 
  ２（優先配当金） 

(１)   （条文省略） 
(１)   （現行どおり） 
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変 更 前  定  款 変    更    案 

(２)第１種優先配当金の額 
  イ  （条文省略） 

  ロ 第１種変動優先配当金

の額は、同一の基準日において、

普通株主又は普通登録株式質権

者に対して、普通株式１株につ

き、支払うこととなる剰余金の

配当の額に２を乗じた額とす

る。 

(２)第１種優先配当金の額 
  イ  （現行どおり） 

  ロ 第１種変動優先配当金

の額は、同一の基準日において、

普通株主又は普通登録株式質権

者に対して、普通株式１株につ

き、支払うこととなる剰余金の

配当の額に40を乗じた額とす

る。 
３～11      （条文省略） ３～11      （現行どおり） 

③変更の日程 
定款変更のための第１種優先株式に係る種類株主総会開催日 
                 平成 25 年８月 28 日（水曜日） 
定款変更のための株主総会および普通株式に係る種類株主総会開催日   

平成 25 年８月 29 日（木曜日） 
定款変更の効力発生日       平成 25 年 12 月 1 日（日曜日） 

 
以 上 
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